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石川県立金沢錦丘中学校入学志願特別事情具申書　

令和８年度石川県立金沢錦丘中学校入学者募集要項

総合適性検査Ⅰ、Ⅱの合計得点の情報提供

　・入学意思確認書の提出
　・入学予定者証明書の交付
（・就学届用紙）
　（保護者→住所の存する市町村教育委員会）

入学に向けた手続き等に関する説明会（出席者は原則保護者）

（県立金沢錦丘中学校へ簡易書留により郵送）
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令和８年度石川県立金沢錦丘中学校生徒募集に係る日程
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　石川県教育委員会が定める様式（石川県立金沢錦丘中学校入学者選抜

取扱要領Ｐ11「様式１」）により、小学校長が作成して厳封したもの。

（開封無効）
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令和８年度石川県立金沢錦丘中学校入学者募集要項

えて

して

　県外からの志願者は、入学志願特別事情具申書（Ｐ６「様式２」）を令和７年12月

１日（月）以降に石川県教育委員会に提出して入学志願許可を受け、交付された入

学志願許可書を添えて、県立中学校長に出願しなければならない。

　なお、この入学志願特別事情具申書には小学校長の証明を受け、事由を証明する

に足りる書類を添付するものとする。

金火13 16８ １ １

又は

ウ　保護者氏名は保護者が署名すること。

令和
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　合格者の保護者は、令和８年２月３日（火）から２月５日（木）のいずれかの日

において午後３時30分から県立中学校で行われる、入学に向けた手続き等に関する

説明会に参加する。その際、入学意思確認書を持参し、提出する。

　適性検査を受検するに当たり、病気等の事情により特別な配慮を必要とする場合、

保護者は、出願期間開始前に県立中学校と十分相談するものとする。
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　入学予定者となった者が、保護者の転勤等やむを得ない事情により入学を辞退し

ようとする場合、その保護者は、速やかに、県立中学校長に申し出るものとする。

　入学予定者となった者の保護者は、住所の存する市町村教育委員会へ、児童を県

立中学校へ就学させる旨、交付された入学予定者証明書を添えて届け出なければな

らない。
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　県立中学校長は、入学意思確認書の提出があった場合、入学予定者として決定す

るとともに、入学予定者証明書を交付する。(1)の説明会において入学意思確認書を

提出しなかった場合は、入学を辞退したものとみなされる。
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　受検者本人の口頭による申し出があった場合、簡易に行う情報提供に関する事務取扱

要領により、総合適性検査Ⅰ、Ⅱの合計得点の簡易提供を行う。

　なお、簡易提供とは、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）第61条第

１項の規定により特定された利用目的の範囲内で行う情報提供のうち、本人からの口頭

による求めに応じて簡易に行う情報提供のことをいう。

午前９時から正午まで、午後１時から午後４時30分まで

簡易提供を実施する場所

簡易提供を実施する期間及び時間

総合適性検査Ⅰ、Ⅱの合計得点の情報提供

　下記の事情により石川県立金沢錦丘中学校に入学を志願したいので、関係書類を

添えて申請します。

石川県立金沢錦丘中学校入学志願特別事情について（申請）

令和

令和

令和

石川県立金沢錦丘中学校入学志願特別事情具申書
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＜携帯電話でも可＞

＜保護者氏名は保護者が署名すること＞

＜志願者と保護者の住所が同じ場合は○をつける。異なる場合は現住所を記入＞
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